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  新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い 

 申し上げます。昨年は正月から地震や事故が発生し、不安な幕開 

 けとなりましたが、今年は穏やかな年明けでしたね。 

 内容にご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。 

所有者不明土地管理命令 
 これまで、所有者不明の土地については、利害関係人から裁判所

へ不在者財産管理人等の選任を申立て、法的な手続きを行っており

ました。しかし、ただ単に土地を取得したいだけの方は、利害関係人とは認められず、 

土地活用上、支障が出ることが多々ありました。 

 そこで、２０２３年４月に新しくスタートした制度が、所有者不明土地管理命令です。 

 これは、所有者を知ることができない、または所有者が特定できてもその所在を知るこ

とができない土地について、利害関係人が裁判所へ申立てを行い、その土地の管理人を選

任してもらう制度です。 

 利害関係人とは、土地が適切に管理されていないことで不利益を被るおそれのある隣接

地所有者や共有部の一部が不特定または所在不明となった共有者、土地を取得してより適

切な管理をしようとする公共事業の実施者、購入計画に具体性があり土地建物の利用に利

害が認められる民間の購入希望者が含まれ、これまでの不在者財産管理人や相続財産管理

人（清算人）よりも広く申立権が認められています。 

 また、所有者が不明とは、自然人の場合、登記簿上及び住民票上の住所に居住している

かどうかの調査、死亡している場合は、戸籍や住民票を調査して相続人の有無や所在の調

査、法人の場合、法人登記簿上の所在地に本店また主たる事務所がないかの調査、代表者

が法人登記簿上の住所、及び住民票上の住所に居住していないかの調査、代表者が死亡し

て存在しないことの調査 を行い判断します。 

 そして、草が茂ったりゴミが不法投棄されたりしている、または災害を発生させる危険

性があるなど、管理人による管理の必要があると裁判所が認めた場合に発令されます。 

 これまでの制度より使いやすい制度になっておりますので、所有者が分からず困ってい

る方は、ご相談ください。 
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